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Ⅰ.ごみ処理実施計画 
 

１．基本的事項 

（１）計画の期間は、令和７年４月１日から令和８年３月３１日までとする。 

（２）計画区域は、庄内町全域とする。 

行 政 区 域 ２４９．１７㎢  

人 口 １９，０８１人  

世 帯 数 ７，０８３世帯 

 ※人口及び世帯数は、令和７年２月末現在 

 

２．一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み 

ごみの発生量及び処理量の見込みは、次のとおりとする。 

区   分 令和７年度見込 

家 

庭 

系 

可 燃 ご み ４，６１７ｔ 

不 燃 ご み ３７２ｔ 

粗 大 ご み ２９８ｔ 

（小  計） ５，２８７ｔ 

事 

業 

系 

可 燃 ご み １，２１７ｔ 

不 燃 ご み ８ｔ 

粗 大 ご み ６８ｔ 

（小  計） １，２９３ｔ 

合   計 ６，５８０ｔ 

  

※ 本計画に記載する処理量は、酒田地区広域行政組合ごみ処理施設で処理する廃棄物で

あり、個人が粗大ごみ等を処理業者へ依頼する分や、本来は可燃ごみとして処理される

べき古紙類及び廃食用油等のリサイクル分別収集量は含んでいない。 

 

３．一般廃棄物の発生抑制・再資源化のための方策に関する事項 

   第二次庄内町ごみ処理基本計画見直し版（令和４年３月策定）に掲げる基本目標の実

現を目指し、町民、事業者及び行政それぞれが、ごみを減らし（リデュース：Reduce）、

使えるものは繰り返し使い（リユース：Reuse）、ごみになったら再び資源として利用（リ

サイクル：Recycle）するという「３Ｒ」の取組みを基本として、ごみの減量及び資源

化を推進する。その方策としては、以下のとおりである。 

 



（１） 普及啓発の推進 

① ごみの適正処理の推進を図るため、町ホームページ、広報紙及びチラシ等を活用し

た効果的な情報提供に努める。 

② 地域の環境保全に関する指導的役割を担う各自治会等との連携を図り、相互の情

報を共有化し、環境施策等の迅速な住民への周知の徹底を図る。 

③ 家庭等における排出量削減の取り組みを推進するため、住民に対する普及啓発活

動や住民活動の支援のほか、ごみの減量及びリサイクル等に関する様々な学習の機

会を設ける。 

④  ごみ収集日カレンダーの全戸配付を実施し、適正な分別排出の徹底を図る。 

⑤ 本町における環境分野のガイドブックとして環境便利帳を作成し、ごみの減量化・

再資源化の促進を図る。 

⑥ 町公式ＬＩＮＥによりごみ分別、ごみ収集日等に関する情報を提供し、適正な排出

の啓発を図る。 

⑦ 事業系ごみの発生抑制、資源化を促進するため、事業者に対する廃棄物適正処理の

普及啓発を行う。 

⑧ 学童期における意識付けを図るため、子供たち及び保護者への啓蒙、啓発を行う。 

（２） ごみ減量化・再資源化の推進 

① ごみの減量と資源の有効利用を図るため、古紙類の資源回収推進事業を奨励する

とともに、立川地域では月１回の古紙類のステーション回収を実施する。また、古紙

類の資源回収の補完施設としての資源ごみリサイクルステーションの維持管理に努

める。 

② 不燃ごみの分別収集（４分別）を徹底し、資源物の適正な回収を推進する。 

③ 住民への買い物袋持参の周知徹底を図り、ごみとして処理されるレジ袋の削減に

努める。 

④ ごみ総量の７割以上を占める「可燃ごみ」については、紙類、発泡トレイ、古着・

古布、プリンターインクカートリッジ等資源化できるごみの一層の分別収集を図る。 

⑤ ごみの減量及び再資源化を促進するため、年間を通して古着・古布、使用済み小型

家電及び廃食用油の資源ごみリサイクルステーション等での拠点回収を実施すると

ともに、廃食用油については町内全域においてステーション回収を実施する。 

（３） その他 

① 特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）及び資源有効利用促進法などの法

律に基づく処理体系の普及啓発及び指導の徹底を図る。 

② 野焼きや不法投棄による不適切な処理が行われないよう適正処理の周知徹底を図

ると共に、通報等で発生を確認した場合は、総合支庁環境課及びその他関係機関と連

携を図り、調査と具体的な指導を実施する。 



４．分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分 

分別の区分 排出形態 種  類 

家庭系ごみ 可燃ごみ もやすごみ 指定袋(黒文字) 厨芥類 

    紙くず類 

    布・皮革類 

    枝・草木類 

    プラスチック類・ゴム類 

 資源化ごみ 廃食用油 ペットボトル注入 使用済み天ぷら油等 

  紙類資源 紙ひも等で縛る 新聞紙、雑誌、段ボール等 

 不燃ごみ 埋立ごみ 指定袋(赤文字) ガラス・陶磁器類 

    灰・危険物等 

  資源物 指定袋(青文字) アルミ缶・スチール缶 

    びん類 

    金属類 

 
 

ペットボトル 指定袋(緑文字) ペットボトル(ＰＥＴ) 

蛍光灯・乾電池 透明な袋 蛍光灯・乾電池・ボタン電池 

粗大ごみ 自己搬入又は許可業者 家電製品・家具・寝具・自転車等 

 

５．一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項 

（１） 家庭系ごみの処理について 

① 家庭においては、３Ｒ活動を徹底するとともに、地域の集団資源回収に協力するな

ど、家庭から生じる廃棄物を可能な限り削減するよう努めるものとし、その結果生じ

た廃棄物を本町の家庭ごみの排出・分別区分に従って指定袋に入れ、各自治会等が設

置及び維持管理するごみ集積所（ごみステーション）に排出するものとする。 

ごみ集積所から処理施設までの収集運搬については、町が委託した業者が行う。 

② 粗大ごみ及び事業系一般ごみは、自己搬入又は町が許可した一般廃棄物収集運搬

業許可業者による収集運搬とする。 

粗大ごみのうち特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）対象品目は、小売

店への引渡し、指定引取場所への自己搬入又は町が許可した対象家電品収集運搬業

者により搬入し処理するものとする。 

③ 家庭から排出される廃食用油は、ペットボトルに注入し、ごみ集積所又は資源ごみ

リサイクルステーションに排出する。ごみ集積所から役場本庁舎までの収集運搬及

び運搬された廃食用油の回収は町が委託する業者が行い、回収された廃食用油は再



資源化を適正に実施し得る事業者へ引き渡すものとする。 

④ 家庭から排出される古着・古布は、資源ごみリサイクルステーション等において通

年回収を実施するものとする。回収された古着・古布は再資源化を適正に実施し得る

事業者へ引き渡すものとする。 

⑤ 使用済小型電子機器等の再資源化促進法（小型家電リサイクル法）に係る対象品目

の一部は、資源ごみリサイクルステーションにおいて通年回収を実施するものとす

る。回収された使用済み小型家電は再資源化を適正に実施し得る事業者へ引き渡す

ものとする。 

家庭用パソコンのうちブラウン管ディスプレイについては、排出者自身が資源有

効利用促進法に基づき再資源化先となる処理施設（メーカー等）へ送達又は一般社団

法人パソコン３Ｒ推進協会へ依頼し、リサイクル処理するものとする。 

⑥ 資源回収推進事業、ごみ集積所及び資源ごみリサイクルステーションで収集した

古紙は、古紙類収集業者等に引き渡し、リサイクル処理する。 

⑦ 小型充電式電池（ニカド電池、ニッケル水素電池及びリチウムイオン電池）のうち

一般社団法人ＪＢＲＣがリサイクルする品目については、環境衛生係窓口において

回収し、一般社団法人ＪＢＲＣへ引き渡し、リサイクル処理する。 

（２）事業系ごみの処理について 

   事業活動に伴って排出されるごみは、自己搬入又は許可業者による搬入若しくは民

間の処理業者と業務提携によるその処理業者独自の処理施設において排出者自らの責

任において適正に処理するものとする。 

 

収集・回収する廃棄物の種類、区域、場所及び回数 

区  分 収集区域 収集場所 収集回数 収集日 搬入処理施設など 

家庭系ごみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もやすごみ 余目１区 各自治会等

が指定した

ごみ集積所 

週２回 月・木 酒田地区広域行政組合 

ごみ処理施設 余目２区 週２回 火・金 

立谷沢地区 週２回 火・金 

清川地区 週２回 月・木 

狩川(中)地区 週２回 月・木 

狩川(外)地区 週２回 火・金 

（紙類資源） 立谷沢地区 月１回 第４土 収集運搬委託業者が、

古紙類回収業者へ引き

渡す。 

清川地区 月１回 第１土 

狩川(中)地区 月１回 第１土 

狩川(外)地区 月１回 第４土 

（廃食用油） 余目１区 全域を対象に、もやすごみの日に収

集する。 

収集運搬は、町が委託する業者が行

再資源化を適正に実施

し得る事業者へ引き渡

す。 

余目２区 

立谷沢地区 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清川地区 う。 

狩川(中)地区 

狩川(外)地区 

埋立ごみ 

 

 

 

余目１区 各自治会等

が指定した

ごみ集積所 

月１回 第４水 酒田地区広域行政組合 

リサイクルセンター 

 

 

 

 

余目２区 月１回 第３水 

立谷沢地区 月１回 第４木 

清川地区 月１回 第４金 

狩川(中)地区 月１回 第４火 

狩川(外)地区 月１回 第４月 

資 源 物 

 

 

 

 

余目１区 月２回 第1・3水 

余目２区 月２回 第2・4水 

立谷沢地区 月２回 第1・3木 

清川地区 月２回 第1・3金 

狩川(中)地区 月２回 第1・3火 

狩川(外)地区 月２回 第1・3月 

ペットボトル 

 

 

 

余目１区 月２回 第２水 

余目２区 月２回 第１水 

立谷沢地区 月２回 第２木 

清川地区 月２回 第２金 

狩川(中)地区 月２回 第２火 

狩川(外)地区 月２回 第２月 

蛍光灯・乾電池 余目1・2区  年４～ 

５回 

第５水  

立谷沢地区 第５木 

清川地区 第５金 

狩川(中)地区 第５火 

狩川(外)地区 第５月 

粗大ごみ 全町区域 自己搬入又は許可業者（随時） 酒田地区広域行政組合 

粗大ごみ処理施設 

使用済 

小型家電 

全町区域 資源ごみリサイクルステーション

又は環境衛生係窓口において通年

回収を実施する。 

再資源化を適正に実施

し得る事業者へ引き渡

す。 古着・古布 全町区域 

 小型充電式

電池 

全町区域 環境衛生係窓口において通年回収

を実施する。 

事業系ごみ 全町区域 自己処理、自己搬入又は許可業者 酒田地区広域行政組合 

ごみ処理施設 

リサイクルセンター 



６．一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項 

  本町の区域内から排出される一般廃棄物は、酒田地区広域行政組合の下記の処理施設

において適正に処理する。 

《ごみ処理施設の概要》 

（１） ごみ処理施設 

① 所 在 地   酒田市広栄町三丁目１３３番地 

② 処 理 能 力   ９８ｔ／日×２炉  計１９６ｔ／日 

③ 処 理 方 式   流動床式ガス化溶融炉 

④ 設 置 年 月   平成１４年４月 

⑤ 設 計 施 工   株式会社荏原製作所 

（２） 粗大ごみ処理施設 

① 所 在 地   酒田市広栄町三丁目１３３番地 

② 処 理 能 力   １２ｔ／５ｈ 

③ 処 理 方 式   衝撃せん断併用回転式 

④ 設 置 年 月   平成１４年４月 

⑤ 設 計 施 工   株式会社荏原製作所 

（３） リサイクルセンター 

① 所 在 地   酒田市北沢字長面２００番地 

② 処 理 能 力   ４０ｔ／５ｈ 

③ 処 理 方 式   圧縮梱包方式 

④ 設 置 年 月   平成元年１１月 

⑤ 設 計 施 工   手塚興産株式会社 

（４） 最終処分場 

① 所 在 地   酒田市北沢字鷹尾山１番６１０ 

② 埋 立 容 量   ３６６，０００㎥（敷地面積 137,020.23 ㎡） 

③ 埋 立 構 造   準好気性埋立 

④ 処 理 方 式   セル工法に基づくサンドイッチ方式 

⑤ 設 置 年 月   平成３年３月 

⑥ 設 計 ・ 施 工   日本技術開発株式会社 

           〔土木施工〕大林組・大井建設・港工業共同企業体 

           〔浸出水処理施設〕ドリコ株式会社  



Ⅱ.生活排水（し尿・浄化槽汚泥）処理実施計画 

 

１．基本事項  

（１） 計画の期間   令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで  

（２） 計画の区域   庄内町全域  ２４９．１７ｋ㎡  

人  口  １９，０８１人  （令和７年２月末日現在） 

世帯数   ７，０８３世帯 （令和７年２月末日現在） 

 

２．し尿・浄化槽汚泥の発生量及び処理量の見込み  

発生量及び処理量は、本町での処理を対象とする総排出量とする。 

種   別  総排出量  

し   尿  ４３０kℓ  

浄化槽汚泥  １，１００kℓ  

  

３．し尿・浄化槽汚泥の適正な処理及びこれを実施する者  

（１） 収集・運搬の方法《収集地域は本町全域とする》  

種   別  収集形態  収集回数  

し   尿  各戸回収方式  随  時  

浄化槽汚泥  各戸回収方式  随  時  

  

（２） 処理の方法  

し尿及び浄化槽汚泥は、し尿処理施設で処理する。  

 

（３） 収集・運搬及び処理の実施者  

種   別 収集・運搬  中 間 処 理  最 終 処 分  

し   尿 許可業者  酒田地区広域行政組合  酒田地区広域行政組合  

浄化槽汚泥 許可業者  酒田地区広域行政組合  酒田地区広域行政組合  

   



４．し尿処理施設の概要  

所 在 地 酒田市広栄町３丁目１３３番地  

処理能力 １８０kℓ／日  

処理方式 高負荷脱窒素処理方式  

設置年月日 平成元年１０月  

設置者  酒田地区広域行政組合  

  

５．その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項 

  し尿及び浄化槽汚泥については、計画区域内において許可業者が戸別に申込みを受け

て収集し、酒田地区広域行政組合し尿処理施設に搬入し処理する。 


